
※ 郵送・FAX 等での応募等が可能な場合は、
各情報の下段に宛先を記載しています。

問市保健相談センター　℡ 0994-41-2110

予約制子宮頸
けい

がん・乳がん検診
の受診者

● 日程　７月 10 日（火）～ 14 日（土）、21 日（土）～
22 日（日）
●場所　市保健相談センター
● 対象者　市内在住であり、平成 31 年３月 31 日時点
で次の年齢に該当する女性
○子宮頸がん検診＝ 20 歳以上
○乳がん検診＝ 40 歳以上
●１日あたりの定員　各 170 人（先着順）
●受診費用及び内容
○子宮頸がん検診＝ 500 円（問診、頸部細胞診）
○乳がん検診
　50 歳以上＝ 500 円（問診、マンモグラフィ１方向）
　40 ～ 49 歳＝ 1,000 円（問診、マンモグラフィ２方向）
● 申込　６月１日（金）～ 12 日（火）にインターネッ
ト又は電話

　　　
▶インターネット申込用

　　　　ＱＲコード

※電話は平日の 9:00 ～ 17:00 のみ
※両方の検診を希望の場合、一方の連絡先で申込可
※電話の際「鹿屋市の検診申込」と伝えてください。
※ 上記のどちらかの検診を受診した人に限り、乳がん
超音波検査も受診可能（費用 4,500 円）

募集

６月は「土砂災害防止月間」です

　梅雨期に入ると、集中豪雨などによる土砂災害が心
配されます。万が一災害が発生した場合は、次の点に
注意して早めの避難を心掛けましょう。
○雨の降り方に注意する
○土砂災害の前ぶれを知っておく
○危険箇所を確認する
○避難場所を決めておく
○逃げ方を知っておく

問市安全安心課　℡ 0994-31-1124

お知
らせ

お知
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月の主な催し物６

■主な月間・週間など
○土砂災害防止月間　○環境月間　○食育月間
○海洋環境保全推進月間　○畜産環境対策強化月間
○薬物乱用防止広報強化期間（6月1日～7月31日）
○農薬危害防止運動（6月1日～8月31日）
○夏の省エネキャンペーン（6月1日～9月30日）

期日・期間 催し物 場所

４月28日（土）
～６月３日（日） かのやばら祭り2018春 かのやばら園

６月２日（土）  いきいき歯っぴいメモリアル リナシティかのや
ギャラリー

６月３日（日）
 吹奏楽フェスティバル 市文化会館

 姶良川クリーン作戦 姶良川

６月10日（日）

 としょかんd
デ

e学び塾
 「鹿児島の魅力・西郷さんの魅力」

市立図書館

 かのやばら園無料入園日 かのやばら園

６月17日（日）  コーラスフェスティバル リナシティかのや

６月23日（土）  青少年育成推進大会 市文化会館

６月27日（水）  歌舞伎・鹿屋公演 市文化会館

※市が主催・共催する主なもの

検診名 検査機関 申込先（℡）

子宮頸がん検診 ヘルスサポート
センター鹿児島 099-267-6292

乳がん検診 博愛会健診事業部
相良病院 099-224-1821

募集 水道検針員の登録者

問鹿屋上下水道工事協同組合維持管理センター
　℡ 0994-44-2002

● 業務内容　２か月ごとに各世帯及び事業所の水道
メーターを業務用携帯端末で検針
●検針場所　輝北地区全域を除く市水道事業給水区域
● 応募資格　市内在住の 20 歳以上でおおむね 65 歳未
満の健康な人、３年以上継続して勤務可能な人
●応募　電話
※ 今回は登録のみの募集であり、検針員の増員等を行
う場合は、別途面接により決定
※ 検針に使用する車・バイク・自転車等の貸し出しは
無し

募集 肝属川堤防の刈草利用者
（無償提供）

● 利用用途　家畜のえさ、たい肥、畑の敷きわら　など
●提供方法　ばら又はこん包で配布
●提供期間　６月～ 12 月（先着順）
●応募　電話
※転売目的での受け入れは不可
※刈草は指定の収集場所で受け渡し
※提供日時、場所等の詳細は別途通知
※ 刈草にはごみや金属等が混入している場合があるた
め、利用の際は十分注意が必要

問大隅河川国道事務所　℡ 0994-65-2996

職業訓練「パソコン・基礎科
Ｋ③」の訓練受講生

パソコンを使う業種・職種への就職に向けた職業訓練
●訓練日時　７月６日（金）～ 10 月５日（金）の平日
　　　　　　9:00 ～ 16:00
●訓練会場　鹿屋ビジネス専門学校
●対象者　再就職を目指す人
●定員　24 人
●受講料　無料（テキスト代等は自己負担）
●選考試験日　６月 26 日（火）
●申込　６月 18 日（月）までに入校願書を提出
※入校願書はハローワークかのやに有り

問ハローワークかのや　℡ 0994-42-4135

問市産業振興課　〒 893-8501 鹿屋市共栄町 20-1
　℡ 0994-31-1180

インキュベータ室（起業者等
向け貸事務室）入居者

●場所　北田町（市産業支援センター内）
●インキュベータ室の概要　○室数＝１室
○ 設備等＝空調、電気、電話、インターネット光回線、
24 時間セキュリティ　など　○面積＝ 33.78㎡
※電気、電話、インターネット使用料は入居者負担
※電話、インターネットは個別契約
※机、パソコン等の事務
　用品は入居者負担
※専用駐車場無し
○使用料＝月額 22,349 円
※毎年度見直し有り
○共益費＝月額 1,000 円
※上下水道料金を含む　　　   ▲インキュベータ室

●入居期間　８月１日（水）から２年以内
※必要と認めた場合、１年延長可能
●対象者　次のいずれかの要件を満たす個人又は法人
○新たに起業を目指している者
○ 新たな事業や分野への進出又は研究開発に取り組も
うとする者
●審査方法　書類、面接、プレゼンテーション
● 申込　５月 28 日（月）～６月 22 日（金）に次の書
類を直接持参又は簡易書留による郵送
○ 個人＝入居申込書、履歴書、業務経歴書、事業計画書、
住民票・確定申告書等の写し、納税証明書　など
○ 法人＝入居申込書、企業概要書、事業計画書、事業
年度の決算書・法人登記簿謄本の写し、納税証明書、
会社案内　など
※申込書等は市産業振興課、市ホームページに有り

募集

募集

問市健康保険課　℡ 0994-31-1162

●国保税の軽減対象世帯（５割・２割軽減）を拡大
　低所得世帯に対する軽減制度（７割・５割・２割軽減）
のうち、５割・２割軽減の所得基準額を引き上げ、軽
減対象世帯を拡大します。
○５割軽減の拡大
　現行＝基準額 33 万円 +27 万円×被保険者数
　改正後＝基準額 33 万円 +27.5 万円×被保険者数
○２割軽減の拡大
　現行＝基準額 33 万円 +49 万円×被保険者数
　改正後＝基準額 33 万円 +50 万円×被保険者数
○給与収入世帯の軽減区分（目安）

※給与収入者が１人かつ３人世帯の場合

●課税限度額を 93万円に引き上げ
　課税限度額は基礎分（医療給付分）の引き上げに伴い、
93 万円になります。（40 歳～ 64 歳の介護納付金分対
象の人を含む世帯の場合）

国民健康保険税が一部変わ
りました

区分
課税限度（上限）額

増額
平成 29年度 平成 30 年度～

基礎分（医療給付分） 54 万円 58 万円 ４万円
後期高齢者支援金分 19 万円 19 万円 なし
介護納付金分 16 万円 16 万円 なし
合計 89 万円 93 万円 ４万円

年度 給与収入額 軽減区分
平成 29 年度
（改正前）

 98 万円超　～　188 万円以下 ５割軽減

188 万円超　～　283 万円以下 ２割軽減

平成 30 年度～
（改正後）

 98 万円超　～　190 万円以下 ５割軽減

190 万円超　～　287 万円以下 ２割軽減

お知らせお知らせ
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